刈谷市おくやみハンドブック広告取扱要領
（趣旨）
第１条　この要領は、おくやみハンドブックの作成に係る広告募集に関し、刈谷市広告掲載要綱（平成２１年１２月１日施行。以下「要綱」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条　この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
（１）広告　おくやみハンドブックに掲載が可能なものをいう。
[bookmark: _Hlk225255905][bookmark: _Hlk201244135]（２）無償提供者　おくやみハンドブックに掲載する広告主の募集、広告の作成等に係る業務を行うとともに、おくやみハンドブックを作成し、市に無償で提供する者をいう。
（広告掲載の範囲）
第３条　広告掲載の範囲及び広告主は、要綱第３条の規定によるものとする。
（作成物の規格）
第４条　おくやみハンドブックの規格等については、別紙無償提供に関する要項に定めるものとする。
（広告の規格及び数量）
第５条　広告の規格及び数量は、市と無償提供者が協議の上定めるものとする。
２　無償提供者から広告の規格等に関する提案がある場合は、別途市と協議し決定するものとする。
（留意事項）
第６条　無償提供者は、おくやみハンドブックの広告内容、色、形状等、その他作成物の仕様について、事前に市長の承諾を受けなければならない。
２　無償提供者は、納品物の数量、時期及び場所等について市長の指示に従わなければならない。
（広告主の募集） 
第７条　広告主の募集は、無償提供者が行うものとする。この場合において、市長は、市ホームページで周知できるものとする。
２　無償提供者は、原則として本社、支社又は営業所が市内に所在する企業等から広告主を選定するよう努めなければならない。
３　無償提供者は、広告主の募集に当たり、自らが広告の募集者であることを明示するとともに、市が広告主の募集者であるような誤解を受けることのないように配慮しなければならない。
（広告の申込み及び選定）
第８条　広告主は、広告を掲載しようとする場合は、無償提供者に申し出なければならない。
２　無償提供者は、前項の規定による申出があった場合は、内容を審査し、その適否について広告主に通知するものとする。
３　無償提供者は、前項の規定による審査の結果、適当と認めた場合は、刈谷市おくやみハンドブック広告掲載申込書（広告様式１）を市長に提出しなければならない。
（広告の審査及び掲載の決定）
第９条　市長は、前条第３項の申込書を受理した場合は、内容を審査し、その適否について刈谷市おくやみハンドブック広告掲載（不掲載）決定通知書（広告様式２）により無償提供者に通知するものとする。
２　無償提供者は、前項の規定による通知書を受理した場合は、速やかにその内容を広告主に通知するものとする。
３　市長は、掲載の決定を受けた広告主が要綱等の規定に反したとき、又は偽りその他不正な手段により広告掲載の決定を受けたときは、その決定を取り消すことができる。この場合において、広告主又は無償提供者に損害が発生しても、市長は賠償の責を負わないものとする。
（費用負担）
第１０条　広告の掲載に要する費用は、無償提供者が負担するものとする。
（無償提供者の責務）
[bookmark: _Hlk210311505]第１１条　無償提供者は、おくやみハンドブックに関する全ての事項について一切の責任を負うものとする。
２　広告に関する苦情その他の問題が生じた場合は、無償提供者が誠意をもって速やかに対応するものとする。
３　広告により第三者に損害を与えた場合は、無償提供者の責任及び負担において、無償提供者が解決しなければならない。
（著作権の帰属）
第１２条　作成したおくやみハンドブックの著作権は、無償提供者に帰属するものとする。
（その他）
第１３条　この要領に定めるもののほか、おくやみハンドブックの作成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要領は、令和８年５月２１日から施行する





広告様式１（第８条関係）

刈谷市おくやみハンドブック広告掲載申込書

　　年　　月　　日　

　刈　谷　市　長
　　　　　　　　　　
住所（所在地）
　　　　　　　　　　　　　　申込者　氏名（名称）
代表者氏名

　下記のとおり、刈谷市おくやみハンドブック広告の掲載を申し込みます。
記
１　広告主名


２　掲載用原稿


３　広告主資料（所在地・代表者名・業種等）


広告様式２（第９条関係）

刈谷市おくやみハンドブック広告掲載（不掲載）決定通知書

　　年　　月　　日　

　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　
刈谷市長　　　　　　　　　　　　

　下記のとおり、刈谷市おくやみハンドブック広告の掲載（不掲載）を決定します。
記
１　掲載する
（１）広告掲載内容
（２）広告掲載条件
刈谷市広告掲載要綱及び刈谷市おくやみハンドブック広告取扱要領に従うこと。

２　掲載しない
　　理由：


